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1. はじめに 

平成 31 年 4 月に施行された土壌汚染対策法の改正では、要措置区域の地下水の下流側かつ要措置区域の指定

の事由となった飲用井戸等より地下水の上流側において、措置実施後に地下水基準に適合することを評価する

地点（評価地点）を設定し、本地点で地下水基準に適合するために当該要措置区域において達成すべき土壌溶

出量（目標土壌溶出量）及び地下水濃度（目標地下水濃度）を定めることが可能となり、当該要措置区域の観

測地点において土壌溶出量や地下水濃度が基準値を下回らない場合の措置が認められるようになった。東京都

は地下水中の汚染物質濃度が定めた値を超えて拡散するリスクを防止するための独自の条例を制定し 1）、この

中で地下水のモニタリングを重要なリスク評価手法と位置づけている。このような国の法改正や地方自治体に

おける制度見直しの動きがある一方で、敷地内の土壌汚染対策を実施して、地下水汚染が一部残存する状況で

あっても敷地外への汚染の拡大を抑えられる状況であることを行政と協議しながら、自主的な措置として敷地

内に設置した観測井戸において定期的な地下水モニタリングを行っている事例もある。このような地下水汚染

の拡散防止を目的としたモニタリングを行う場合には、法や条例の手法を参考にしながら行政や周辺住民と合

意形成を図りながら地下水モニタリング措置を進めていくことが重要と考えられるが、その標準的な指標とな

る手順は存在していない。 

「CSM・モニタリングを活用した土壌・地下水汚染の管理手法検討部会」の中の「モニタリングの活用方法

検討 WG（以後、本 WG）」では、過去に検討してきた様々な知見を取り入れながら、汚染の拡散を防ぐため

の地下水モニタリング措置を導入する際の様々な検討事項をまとめて、地下水モニタリング措置の導入を考え

ている関係者がステークホルダー間で合意を容易に行うことが可能な評価ツールを構築していくことを平成

30 年度より開始した。本報では、自主的な措置として地下水モニタリング措置を採用していく際の考え方につ

いて概説すると共に、揮発性有機塩素化合物に対する自然減衰の評価方法や SR 評価を考慮した地下水モニタ

リング措置導入の際のチェック方法について詳述する。 

 

2. 自主的な地下水モニタリング措置に用いる観測井戸の設置方法 

民間の事業所等が周辺の地下水汚染の防止を目的とした自主的な措置として地下水モニタリングを実施する

場合、汚染物質が敷地境界から地下水を介して拡散するリスクを防止することが重要であることから評価地点

として複数の観測井戸を設置する必要があり、合理的な範囲で汚染源対策を実施した後に図-1 に示す「バック

グラウンド確認井戸」、「対策効果確認井戸」、「自然減衰確認井戸」、「敷地境界観測井戸」を地下水が拡

散する恐れが最も高い地点に設置して評価を行う。また、地下水流向が正確に把握できていない場合には、「地

下水流向確認井戸」を設置して継続的に観測することによって正確な地下水流向を求める。バックグラウンド

確認井戸は、地下水の汚染範囲にある観測井戸の地下水質を比較して自然減衰（特に微生物分解）の兆候を把

握するために用いる。対策効果確認井戸は、汚染源（NAPL など汚染物質自体）の影響を直接的に受けない汚

染源周縁部に設置した観測井戸で、汚染地下水の到達距離を予測する場合などに使用する。自然減衰確認井戸

は、地下水の汚染範囲の増減傾向の確認や汚染物質が揮発性有機塩素化合物などの場合に親物質の分解生成物

の挙動を確認して親物質の分解速度の推定を行うために用いる。敷地境界観測井戸は基準適合確認井戸であり、

その管理値については周辺の土地利用状況に応じて行政等と協議して決定することを基本と考えている。 

尚、地下水流向の季節変動や帯水層の特性に合わせて、地下水の流下方向以外にも適宜、観測井戸の設置が

必要となる場合もあると考えられるが、設置条件等については今後検討していく予定である。 

 



 

図-1 モニタリング地点の概略平面図 

 

3. 地下水モニタリング措置の評価方法および合意形成方法の検討 

 地下水を継続的に監視していく措置が「汚染サイトの放置」と誤解されないためには、適切な科学的評価と

ステークホルダー間で納得できる合意形成を行うことが必要であり、この考え方は過去の MNA（科学的自然

減衰）検討 2）を行った際の理念と共有するものである。過去に策定した MNA への移行ステップを参考にして、

地下水モニタリング措置の評価および合意形成のフローをまとめた素案を図-2 に示す。①から③の条件達成や

合意形成の条件については、今後の本 WG の中で判定方法を決定していく予定である。 

 本 WG では国内で多く存在すると推測される表-1 の事例を対象として、揚水処理に替わる措置として地下水

モニタリングを適用するために実施する各評価方法の検討に着手した。本報では図-2 の赤字で示した評価項目

について本 WG の中で検討した内容を詳述する。 

 

 

図-2 地下水モニタリング措置の評価および合意形成のフロー（案） 
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③ 地下水モニタリング措置移行時のステークホルダ間の合意形成

1. 健康リスクを回避しており、万一の場合に備えて予備的修復対策を準備している

2. 汚染に関する情報が関係者の間で共有している

3. 措置の持続可能性についてSR評価等を活用して作成した資料が存在している
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① 地下水モニタリング措置を実施するための前提条件

1. CSMの手法を活用してサイトの土壌・地下水汚染の状況を把握している

2. 汚染物質を特定して、汚染源に対する対策を実施している

3. 汚染サイトの地盤特性・水理特性（地下水流向）を把握している

4. 観測井戸が適切に配置されており、モニタリング計画の実施体制を構築している

② 地下水モニタリング措置への移行可否の評価（試行期間）

1. 継続的なモニタリングで、汚染濃度を含む地下水質の経年変化を確認している

2. 汚染物質濃度の上昇や汚染範囲の拡大によるリスクが生じていないことを確認
している

3. 汚染物質の自然減衰（微生物分解）の兆候を確認している

4. 汚染地下水の拡散状況のシミュレーションを行っている



表-1 評価方法の検討を行う際の条件 

 
 

3.1 自然減衰の兆候の確認方法 

過去の MNA 部会で提案した MNA プロトコール 3）には、汚染域およびバックグラウンド領域における地下

水中の特定の項目を分析することによって、微生物分解による自然減衰が生じる可能性を判定するための予備

スクリーニングシートが存在した。揮発性有機塩素化合物を評価するための予備スクリーニングシートは、米

国空軍と米国環境保護局の研究者が共同開発したツール 4）をベースに作成され、国内の揮発性有機塩素化合物

汚染サイトについて評価が実施された事例がある 3）。一方、本評価シートは開発から約 20 年が経過しており、

その間に揮発性有機塩素化合物の微生物分解（嫌気微生物による脱塩素化）の知見が多く蓄積されると共に、

遺伝子検出技術を用いた生物学的なモニタリング手法が廉価で一般的な方法となった。そのため、本 WG にお

いて、自然減衰の兆候を確認する評価シートの見直しに着手した。 

本検討のため、揮発性有機塩素化合物の嫌気微生物による脱塩素化の可能性を室内試験により検討した事例

について会員企業から情報収集を行った。揮発性有機塩素化合物（主に塩素化エチレン類）で汚染された実汚

染地下水に栄養物質を加えて培養を行った室内試験について、栄養物質を添加する前の地下水の性状、分析結

果に基づくスクリーニングポイント、および培養後の微生物分解（脱塩素化）の可否を示した結果の一覧を表

-2 に示す。尚、微生物分解の可否については培養期間中に親物質から子物質への明確な変換が生じているもの

を「○」、変換が不明確ものを「△」、変換が生じていないものを「×」とした。 

予備スクリーニング評価では 15 点以上であれば微生物分解が起こる条件としているが 3）、今回は各試験で

分析項目が限られていたことからこの条件を満たしているサイトはサイト L および M のみであった（表-1）。

7 ポイント獲得していても脱塩素化が生じないサイト（表-1、サイト G および K）があった一方で、2 ポイン

トであっても脱塩素化が生じるサイト（表-1、サイト O および P）があることが判明した。 

今回収集した 19 サイトの事例に基づき、過去に作成された予備スクリーニングシートの評価項目と近年多用

されている遺伝子解析の結果について、分析項目と生物学的な脱塩素化の関係について再評価した結果を表-3

に示す。この結果から、幾つかの項目はほとんど分析されていないことが示された。また、硫酸イオンのよう

に多くの試験で分析されながら脱塩素化との傾向が確認できない分析項目が存在し、濃度設定などの見直しが

必要と考えられた。予備スクリーニングシートの評価項目の中では、硝酸塩、酸化還元電位、クロロエチレン

（VCM）が自然減衰の兆候を効果的に把握できる分析項目であることが判明した。また、予備スクリーニング

シートの評価項目の測定数が少ない場合でも、遺伝子解析を用いることによって脱塩素化の兆候を直接的に判

断できているサイト（サイト O～S）が存在した。その一方で、スクリーニングポイントが高く培養試験で脱

塩素化が確認されたサイトでも、培養前の地下水中の有用遺伝子数が検出限界以下で計測された事例があった

（サイト A、L、および N）。この原因として、遺伝子解析手法（ゲノム DNA の回収方法や PCR 条件）が異

なっているため、低濃度域における有用遺伝子数の検出感度に差が生じている可能性が考えられた。 

今後、実汚染サイトでの地下水分析結果と実汚染サイトでの微生物分解（自然減衰）の関係についても事例

を収集していく必要があると考えており、検討を進めていく予定である。 

 

3.2 地下水モニタリング措置移行のためのチェックシートとSR評価 

汚染原因者が敷地内で土壌・地下水汚染対策のオプションの一つとして地下水モニタリング措置を活用して

いくにあたって、過去に土壌環境センターで検討されてきた MNA プロトコールや SR 評価項目 5）をブラッシ

ュアップして、全てのステークホルダーが容易に判断可能なチェックシートの作成を目指している。その中で、

地下水モニタリング措置を導入することによって得られる利点（環境面、経済面、社会面から評価した持続可

能性）をステークホルダー間で容易に認識できるチェックシートの素案を作成した（表-4）。本案は、過去に

作成した MNA プロトコールのチェック項目と SR 評価項目から、地下水モニタリング措置に関連した重要な

項目を抜粋してまとめたものである。 

今後、地下水モニタリング措置に移行するために必要なチェック数の判定や、個々の項目について重み付け

を行うかについて検討を進めていく予定である。 

汚染サイト 民間事業所の敷地内における土壌・地下水汚染（土壌汚染対策法の対象外）

汚染物質 第一種特定有害物質（トリクロロエチレンなどの塩素化エチレン類を想定）

措置実施状況 地下水汚染を敷地外に拡散させないために汚染源における継続的な揚水対策を自主的に実施

評価実施者 汚染原因者（汚染原因者から委託を受けた浄化計画者もしくは浄化実施者）

ステークホルダー 行政および周辺住民（措置変更の際の協議先）



表-2 サイト別の室内試験における予備スクリーニング評価結果 

 
 

表-3 室内試験の結果から考察される分析項目と生物学的な脱塩素化の関係 

 

サイトA サイトB サイトC サイトD サイトE サイトF サイトG サイトH サイトI サイトJ サイトK サイトL サイトM サイトN サイトO サイトP サイトQ サイトR サイトS

溶存酸素（mg/L） 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 0.9～6.4 未測定 4～5 未測定 未測定 1.4 <0.1 0.1～2.8 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定

硝酸性窒素（mg/L） <0.1 3.3 <0.1 0.2 0.5 <0.1 11 未測定 未測定 10 13 <0.1 0.1 <0.1 未測定 0.5 未測定 未測定 未測定

溶解性鉄（mg/L） 23 0.8 0.3 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定

硫酸イオン（mg/L） 11 24 34 32 29 99～340 25 未測定 未測定 180 7.3 29 62 38 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定

酸化還元電位（mV） -7 312 未測定 未測定 -51 100～200 67 400 未測定 18 390 -127
-400
～250 未測定 35 未測定 未測定 -50～0 未測定

pH 6.4 6.3 未測定 未測定 7.5 7前後 6.9 6～7 7.0 6.6 5.9 6.5 7.3～8.2 6.4 未測定 9.7 未測定 未測定 7.1

全有機炭素（mg/L） 3.2** 0.8** 未測定 3.1** 15** 未測定 0.8** 未測定 未測定 18** 未測定 2.0** 60 7.8 未測定 18 10 10～20 10～20

水温（℃） 8.2 8.0 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 19.6 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定

PCE（mg/L） <0.001 <0.001 2.3 <0.001 <0.001 0.065 0.78 <0.001 <0.001 <0.001 0.025 0.095 <0.001 0.004 0.35 <0.001 <0.001 0.10 <0.001

TCE（mg/L） 0.030 1.2 <0.001 0.29 <0.001 0.009 5.4 0.62 220 0.003 0.53 0.062 <0.001 1.7 <0.001 <0.001 <0.001 0.10 <0.001

cis DCE（mg/L） 0.084 <0.001 0.62 0.076 0.27 0.059 0.007 未測定 91 4.9 0.22 0.22 1.5 0.44 1.2 0.83 0.50 11 0.20

VCM（mg/L） 0.59 <0.001 未測定 0.006 0.068 未測定 <0.001 未測定 5.8 1.4 未測定 0.020 1.7 0.014 未測定 ＜0.001 0.060 未測定 0.030

無 無 無 無 無 有†） 有††） 無 有†††） 無 有††††） 無 無 無 無 無 無 無 無

13 3 5 9 10 9 7 0 4 8 7 16 16 11 2 2 4 7 6

DHC菌*** 非検出 非検出 未測定 未測定 2.3×103 検出 非検出 未測定 3.6×103 4.1×102 検出 非検出 検出 非検出 1.0×102～4 検出 1.0×102 検出 5.8×102

ｖｃｒA *** 非検出 非検出 未測定 未測定 2.8×103 未測定 非検出 未測定 7.2×103 非検出 未測定 非検出 未測定 非検出 4.0×104 9.5×105 9.0×103 検出 1.6×104

ｂｖｃA *** 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 1.4×103 未測定 未測定 未測定 未測定 未測定 5.0×103 非検出 8.0×102 未測定 1.0×104

PCE脱塩素化 - - ○ - - ○ × - - - × ○ - - ○ - - - -

TCE脱塩素化 ○ × ○ ○ - ○ × ○ ○ - × ○ - ○ ○ - - ○ ○

cis DCE脱塩素化 ○ × × ○ ○ ○ - × △ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VCM脱塩素化 ○ × - ○ ○ - - - △ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

■：スクリーニングポイントとして加点、■：スクリーニングポイントとして減点、■：有用遺伝子が検出、■：未測定

分析項目*

予
備
ス
ク
リ
｜
ニ
ン
グ
シ
｜
ト
の
分
析
項
目

スクリーニングポイント

遺
伝
子
項
目

脱
塩
素
化
確
認

複合汚染の有無

*メタン、アルカリ度、塩素イオン、BTEX、エチレン/エタン、クロロエタン、1,1-DCEは予備スクリーニング分析項目であるが全ての検討で未測定。PCEは分析項目ではないが表示。
**溶存性有機炭素濃度を表示
†）四塩化炭素・ベンゼン、　††）1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ・1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ汚染、　†††）ベンゼン、　††††）四塩化炭素
***DHC：デハロコッコイデス属細菌16S rRNA遺伝子数、非検出：1.0×102copies/mL未満

汚染域での濃度 ポイント 分析項目と脱塩素化の関係

0.5 mg/L未満 3

0.5超過，5.0 mg/L未満 0

5.0 mg/L以上 -3

硝酸塩 1 mg/L未満 2 値が高いと脱塩素化が停滞

2価鉄 1 mg/L超過 3 測定件数が少なく判断不可

0.5 mg/L未満 0

0.5 mg/L超過 3

メタン 0.5 mg/L超過 3 測定件数が0で判断不可

50mV未満 1

-100mV未満 2

5 < pH < 9 0

5 > pH > 9 -2

全有機炭素（TOC） 20 mg/L超過 2 特定の傾向はみられなかった

水温 20℃超過 1 測定件数が少なく判断不可

アルカリ度 バックグランド値2倍超過 1 測定件数が0で判断不可

塩素イオン バックグランド値2倍超過 1 測定件数が0で判断不可

BTEX 0.1 mg/L超過 2 測定件数が0で判断不可

TCE 汚染物質がPCEでTCE存在 2/0

cisDCE 存在する/しない 2/0

VCM 存在する/しない 2/0

0.01 mg/L超過 2

0.1 mg/L超過 3

クロロエタン 検出する/しない 2/0 測定件数が0で判断不可

1,1-DCE 検出する/しない 2/0 測定件数が0で判断不可

DHC菌 検出する/しない

vcrA 検出する/しない

bvcA 検出する/しない

分析項目

脱塩素化との高い相関関係がみられた

溶存酸素
測定件数が少なく（室内試験のためと推
測）判断不可

硫酸塩
高濃度だと脱塩素化が進行する根拠が
確認できなかった

酸化還元電位（ORP）
値が高いと脱塩素化が停滞する場合が
多い

VCMが確認される場合は脱塩素化が進
行する場合が多い

水素イオン濃度（pH)
中性でも脱塩素化が停滞する場合が
あった

エチレン/エタン 測定件数が0で判断不可

■：脱塩素化の進行可能性を判断するために有効と考えられた分析項目

遺
伝
子

予
備
ス
ク
リ
｜
ニ
ン
グ
シ
｜
ト
の
分
析
項
目

脱塩素化との高い相関関係がみられた

測定件数が少なく判断不可



表-4 地下水モニタリング措置移行時の持続可能性評価を行うためのチェックシート（案） 

 

 

4. まとめ 

 今後も図-2の地下水モニタリング措置の評価および合意形成のフロー案の中の各評価方法について検討を進

めて行く予定である。特に CSM を活用した汚染状況の可視化、汚染源周縁の汚染地下水の到達距離の予測シ

ミュレーション、観測井戸の設置方法（位置および仕様）の評価手法の開発やケーススタディの実施が重要と

考えており、検討を進めていく予定である。 
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